
川崎鶴見臨港バス株式会社 

2023年 2月 9日 

 

3月 16日以降の普通運賃・定期運賃について 

 

川崎鶴見臨港バス株式会社では国土交通大臣より 1 月 24 日に認可を受けたため、3 月 16 日より運賃

改定を実施いたします。ご負担をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

１．改定日 

   2023年 3月 16日 

 

２．改定内容 

   ①普通旅客運賃（川崎市内線）の改定 

②定期旅客運賃（臨港バス全線定期）の改定 

 

３．現行・変更運賃比較表 

①普通旅客運賃 

（１１０円） 

乗車券の種類 現　行 改定後

普通旅客運賃

川崎市内 大人(小児)
現金 ２１０円 （１１０円） ２２０円

横浜市内

東京都区内
大人(小児)

現金 ２２０円 （１１０円）

I C ２２０円 （１１０円）

（１１０円）

I C ２１０円 （１０５円） ２２０円

 
・横浜市内線・東京都区内線の普通旅客運賃の改定はございません。 

・川崎市内線の改定により川崎市内線、横浜市内線、東京都区内線の運賃が同額となります。 

・お身体の不自由なお客様等の割引運賃は普通運賃の 5割引きとなります。 

 

 

②定期乗車券について 

（１）臨港バス全線定期券 

 
１２,９６０円

（１４,８４０円 ）

（２８,１３０円 ）

（　設定なし　）

（  １,６８０円 ）

（  ４,７９０円 ）

（  ９,０７０円 ）

７,４４０円 （  ５,２１０円 ）

２１,２００円

４０,１８０円

６０,０００円

２,４００円

６,８４０円

２７,０８０円（１８,９６０円）

５１,３００円（３５,９１０円）

1ケ月

3ケ月

6ケ月

乗車券の種類 現　行 改定後

９,５００円（　６,６５０円） 　９,９００円（　６,９３０円）

２８,２２０円（１９,７５０円）

５３,４６０円（３７,４２０円）

通勤定期券

（特殊）

通学定期券

（特殊）

小児定期券

（特殊）

1ケ月

3ケ月

6ケ月

1ケ月

3ケ月

6ケ月

12ケ月

 
・通学・小児定期運賃の変更はございません。 

・お身体の不自由なお客様等の割引運賃は上記金額の 3割引きとなります。（通学 12ケ月除く） 

・定期券のお求めは 14日前からご購入いただけます。 

 

 



（２）新川崎日吉線（東急バス株式会社と共同運行） 

  
７,０１０円（　４,９１０円）

９,８８０円

９,８８０円（　６,９２０円）

２８,１６０円（１９,７１０円）

７,５２０円（　５,２６０円）

２１,４３０円（１５,０００円）

２,４６０円（　１,７２０円）

６,９８０円（４,８９０円）

２６,８５０円（１８,８００円）

７,４８０円（５,２４０円）

２１,３２０円（１４,９２０円）

２,４５０円（１,７２０円）

７,０１０円

現　行

９,４２０円（６,５９０円）

２,４６０円

２１,４３０円

７,５２０円

２８,１６０円

乗車券の種類

３ケ月

１ケ月

３ケ月

１ケ月

３ケ月

１ケ月

１ケ月

３ケ月

１ケ月

３ケ月

（　６,９２０円）

（１９,７１０円）

（　５,２６０円）

（１５,０００円）

江川町 小児

（特殊）

１ケ月

３ケ月

新川崎交通広場 通学

（特殊）～

【川崎市内線】
通勤

（特殊）

新川崎交通広場 小児

（特殊）

（　１,７２０円）

（　４,９１０円）

日吉駅東口 通学

（特殊）～

改定後

【全線】
通勤

（特殊）

 
  ・定期券のお求めは東急バス武蔵小杉案内所または新羽営業所にてご購入いただけます。 

  ・新川崎日吉線（全線）の変更はございません。 

・改定後発売額は「新川崎交通広場～日吉駅東口」券と同額となるため、発売を終了いたします。

2023 年 3 月 16 日（木）以降は「新川崎交通広場～日吉駅東口」券をお買い求めください。 

     

４．定期券の発売について 

改定後の運賃は 3 月 16 日発売分から適用となり、3 月 15 日までに発売した定期券は現行運賃での発

売となります。また通用期間内であれば、3月 16日以降もそのまま御利用いただけます。 

 

改定日前：3月 16日～4月 15日までの臨港バス全線 1か月通勤定期券を 3月 15日に購入の場合 

⇒ 9,500円＜現行運賃を適用＞ 

 

改定日後：3月 16日～4月 15日までの臨港バス全線 1か月通勤定期券を 3月 16日に購入の場合 

⇒ 9,900円＜改定後運賃を適用＞ 

 

５． 定期券の払い戻しについて 

払い戻し額は定期券購入額から通用期間経過日数の往復運賃および払戻手数料を控除した額となり

ます。 

 

改定日前：通勤定期券 1ケ月（発売額 9,500円、通用期間 3月 1日から 3月 31日）を 3月 15日に払

い戻した場合 

計 算 式： 発売額－(経過日数×往復運賃)－払戻手数料 ＝ 払い戻し額 

9,500円 － (15日×420円)  －  530円    ＝  2,670円 

 

改定日後：通勤定期券 1ケ月（発売額 9,500円、通用期間 3月 1日から 3月 31日）を 3月 20日に払

い戻した場合 

計 算 式： 発売額－（改定前経過日数×改定前往復運賃）－(改定後経過日数×改定後往復運賃） 

9,500円 －   （15日×420円）    －      (5日×440円） 

－払戻手数料 ＝ 払い戻し額 

－530円   ＝  470円 

６．問い合わせ先 

   川崎鶴見臨港バス株式会社 運輸部営業課  ℡０４４-２８０－３４６２ 

   〈営業時間〉平日９時～１７時４５分（土曜、日曜、祝日を除く） 


